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上尾・伊奈広域ごみ処理施設の候補地選定 
評価項目と選定理由について 

 

候補地は様々な視点から評価され、総合的に優れた地点が最終候補地に選定されるべきとの
考えから、表―１のとおり、前回の検討会議にてご指摘いただいた事項を踏まえた上、「評価項
目 （大項目 ・中項目）」、「評価項目 （小項目）」の事務局案とその設定理由についてお示しいた
します。これをたたき台として、本検討会議での議論を進めていただきたいと考えております。 

評価基準について、事務局案といたしましては、各評価項目を「◎、○、△、×」の評価基
準で一斉評価し、以下のとおり設定することを検討しております。なお、×の評価が一つ以上
付いた候補地については、最終候補地として選定しないことを検討しております。 

 

◎…評価すべき項目について、該当しない。 

○…評価すべき項目について、一部が該当する。 

△…評価すべき項目について、大半が該当するが、必ず候補地から除外すべきものではな
い。 

×…評価すべき項目について、大半が該当し、必ず候補地から除外すべきと考える。 

 

表－１（１） 評価項目と設定理由（素案） 

評価項目 

（大項目・ 

中項目） 

評価項目 

（小項目） 

設定理由 備考 

【規定する法律等】 

現況の土地利用及び将来の開発計画   

 土地利用規
制及び都市
計画 

国有林、保安林、
地域森林計画対象
民有林の有無 

国有林の払い下げ、保安林
解除は難度の高い手続き
であるため設定。 

地域森林計画民有林は森
林地域に建設する場合は
林地開発協議が必須とな
るため設定。 

国有林、保安林は両市町
に指定されていない。 

【森林法】 

農業振興地域、農
用地区域の有無 

農用地 （青地）に指定され
ている土地は農振除外が
必要となるため設定。 

両市町に設定されている
農業振興地域のほとんど
が農用地区域である。 

【農業振興地域の整備に
関する法律】 

資料 1 
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表－１（２） 評価項目と設定理由（素案） 

評価項目 

（大項目・ 

中項目） 

評価項目 

（小項目） 

設定理由 備考 

【規定する法律等】 

現況の土地利用及び将来の開発計画   

 土地利用規
制及び都市
計画 

用途地域 （住居系、
商業系用途地域）
の有無 

住居系、商業系用途地域は規
模の大きな工場等の建築が望
ましくないため設定。 

【都市計画法】 

 保全地区等 特別緑地保全地区
の有無 

特別緑地保全地区における建
築物その他の工作物の新築に
は公益性が高く保全上著しい
支障を及ぼすおそれがない限
り、都道府県知事等の許可が
必要であるため設定。 

該当地域が両市町に 1

箇所存在する。 

【都市緑地法】 

近郊緑地保全区域
の有無 

近郊緑地保全区域において建
築物その他の工作物の新築等
の行為を行う場合は都道府県
知事にあらかじめ届出を提出
する必要があるため設定。 

該当地域が両市町に 1

箇所存在する。 

【首都圏近郊緑地保
全法】 

河川区域、河川保
全区域の有無 

河川区域において占用（独占
して使用）したり、施設を建設
する場合は河川管理者の許可
が必要なため設定。河川保全
区域内も同様のため設定。 

【河川法】 

ふるさと緑の景観
地の有無 

ふるさと緑の景観地の区域内
において、規則で定める規模
以上の建築物その他の工作物
を新築等する場合は埼玉県知
事に届出を提出する必要があ
るため設定。 

該当地域が両市町に 2

箇所存在する。 

【ふるさと埼玉の緑
を守り育てる条例】 

 さいたま緑のトラ
スト保全地の有無 

埼玉県民から寄付を募り保全
している保全地であるため設
定。 

該当地域が両市町に 2

箇所存在する。 

【さいたま緑のトラ
スト基金】 
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表－１（３） 評価項目と設定理由（素案） 

評価項目 

（大項目・ 

中項目） 

評価項目 

（小項目） 

設定理由 備考 

【規定する法律等】 

現況の土地利用及び将来の開発計画   

 現況の土地
利用 

支障物の有無 送電鉄塔等の移設・付替えを
せざる得ない支障物が存在す
る土地は避けることが適当で
あるため設定。 

 

 将来の開発
計画 

将来の開発計画の
有無 

市町の将来の開発計画と整合
を図る必要があるため設定。 

 

 廃棄物エネ
ルギー利活
用への貢献 

エネルギー需要施
設の有無及び距離 

近隣施設へのエネルギーの供
給は廃棄物エネルギーの利活
用につながるため設定。 

 

 土地利用の
履歴 

土壌汚染対策法に
基づく指定区域の
有無 

土壌汚染、廃棄物の埋設等に
より発生するリスクを回避す
るため設定。 

埼玉県における土壌
汚染対策法に基づく
指定区域を確認する。 

【土壌汚染対策法】 

 過去の土地利用 過去の航空写真等か
ら、各候補地の土地利
用の変化を確認し、地
目の変更の有無を確
認する。 
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表－１（４） 評価項目と設定理由（素案） 

評価項目 

（大項目・ 

中項目） 

評価項目 

（小項目） 

設定理由 備考 

【規定する法律等】 

自然環境・史跡・文化財   

 自然環境保
全 

特別に保護する
地区の有無 

①特別保護地区において、建築
物その他の工作物の新築等を
行う場合には都道府県知事の
許可が必要なため設定。 

②野生動植物保護地区内にお
いて、建築物その他の工作物の
新築等を行う場合には埼玉県
知事の許可が必要なため設定。 

③管理地区の区域内 （湖沼また
は湿原は周辺 1 ㎞の区域）にお
いて、建築物その他の工作物を
新設等する場合には埼玉県知
事の許可が必要なため設定。 

鳥獣保護区において、
該当地域が両市町に 1

箇所存在する （特別保
護地区、野生動植物保
護地区及び希少野生
動植物保護区内の管
理地区は両市町に指
定されていない）。 

【鳥獣保護法、埼玉県
自然保護保全条例、埼
玉県希少野生動植物
の種の保護に関する
条例】 

 貴重な動植
物 

植生自然度の高
い群落の有無 

貴重性の高い植物群落等は移
植が困難であり、避けることが
適当であるため設定。 

【自然環境保全基礎
調査】 

巨樹 ・巨木林、保
護樹木の有無 

該当地域が両市町に 1

箇所存在する。 

【自然環境保全基礎
調査】 

希 少 生 物 の 生
息・生育地の有
無 

貴重性の高い動植物の生息 ・生
育地は移植が困難であり、避け
ることが適当であるため設定。 

該当地域が両市町に
数十箇所存在する。 

 史跡・文化
財 

史跡 ・名勝 ・天然
記念物の有無 

史跡 ・名勝 ・天然記念物の移設
は困難であるため設定。 

 

 周知の埋蔵文化
財包蔵地の有無 

包蔵地内において恒久的な建
物等を設置する場合に 「埋蔵文
化財発掘の届出」を提出する必
要があるため設定。 

該当地域が両市町に 4

箇所存在する。 
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表－１（５） 評価項目と設定理由（素案） 

評価項目 

（大項目・ 

中項目） 

評価項目 

（小項目） 

設定理由 備考 

【規定する法律等】 

防災   

 地質 基盤層の地質 地質が堅固であり、液状化の
危険性が低い場所の選定は、
施設の安全性を確保する上で
重要であるため設定。 

 

液状化想定 埼玉県、両市町の想定
震度のハザードマッ
プを考慮して設定。 

 活断層，想
定震度 

活断層からの距離 起震断層がなく、かつ想定震
度が低い場所の選定は、施設
の安全性を確保する上で重要
であるため設定。 

 

想定震度  

 浸水想定，
浸水被害記
録 

洪水、内水浸水想
定 

浸水想定水位が低く、浸水被
害の実績がない場所の選定
は、施設の安全性を確保する
上で重要であるため設定。 

 

 浸水被害実績の有
無 

上尾市、伊奈町におい
て浸水被害実績の記
録あり。 

生活環境と周辺条件   

 保全対象施
設との距離 

保全対象施設（騒
音規制法に規定さ
れている特に配慮
が必要な施設）と
の距離 

生活環境保全上、施設との一
定の離隔を確保する配慮が求
められることから設定。 

 

 民家や人口
集中地区と
の距離 

直近民家、周辺集
落との距離 

 

人 口 集 中 地 区
（DID）との距離 

 

 交通渋滞 車両走行経路の分
散 

渋滞の発生は、周辺住民の生
活環境を損なうおそれがある
ため設定。 
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表－１（６） 評価項目と設定理由（素案） 

評価項目 

（大項目・ 

中項目） 

評価項目 

（小項目） 

設定理由 備考 

【規定する法律等】 

合意形成   

 用地取得に
係る阻害要
因 

地権者数、共有名
義の土地、相続不
明の土地等 

用地取得が発生する場合には
検討しなければならない項目
のため設定。 

 

 同意取得の
確実性 

地権者同意及び地
元同意の見込みの
確実性 

ごみ処理施設建設において、
地権者同意及び地元同意を得
ることが必須のため設定。 

 

 必要移転数 必要移転数の多寡 住居の移転が生じる場合に、
交渉時間や費用が発生するこ
とから設定。 

 

 他市町村の
距離 

隣接する他市町村
との距離 

合意形成を図る上で近隣の他
市町へ配慮することが求めら
れるため設定。 
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表－１（７） 評価項目と設定理由（素案） 

評価項目 

（大項目・ 

中項目） 

評価項目 

（小項目） 

設定理由 備考 

【規定する法律等】 

経済性   

 施設整備費
以外の費用 

用地取得費及び造
成費の多寡 

公共事業であり、経済性が高
い地点を候補地とする必要が
あるため設定。また、候補地ご
とに掛かる費用が異なるため
設定。 

 

 インフラの
整備費 

主要道路（2 車線
以上）との接道の
有無 

主要道路と接道していない場
合は新たに道路を整備もしく
は拡幅する必要があるため設
定。 

 

上水道からの距離 給水本管から距離がある場
合、新たな給水管の敷設，増圧
施設等が必要となることから
設定。 

 

変電所、特別高圧
線からの距離 

変電所、特別高圧線が近接し
ている場合は、整備費用を抑
えられるため設定。 

 

 収集運搬費 収集運搬距離（家
庭ごみの発生重心
からの距離） 

移動距離の増減が収集運搬費
用に影響するため設定。 

 

 

以上 
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上尾・伊奈広域ごみ処理施設の候補地選定 採点方法及び重み付けについて 
 

配点を以下のとおり一例として挙げた。なお、×が 1 つ以上評価されている候補地については、失格と仮定した（例:候補地 3）。 

配点例 1:小項目を◎を 5 点、○を 3 点、△を 1 点として合計した。 

配点例 2:小項目を◎を 5 点、○を 3 点、△を 1 点として合計し、中項目ごとに集計し、5 点満点となるよう換算した。 

配点例 3:小項目を◎を 5 点、○を 3 点、△を 1 点として合計し、大項目ごとに集計し、10 点満点となるよう換算した。 

配点例 4:配点例 3 から、防災に+15 点、現況の土地利用及び将来の開発計画と経済性に+10 点、自然環境・史跡・文化財に+5 点重み付けした。 

（防災を最重要視し、現況の土地利用及び将来の開発計画と経済性、自然環境・史跡・文化財を次いで重要とした。） 
 

表―１ 評価項目と配点案（採点手法）（一例） 
評価項目 
（大項目・ 
中項目） 

評価項目 
（小項目） 

候補 
地 1 

候補 
地 2 

候補 
地 3 

配点例 1 配点例 2 配点例 3 配点例 4 
候補 
地 1 

候補 
地 2 

配点 候補 
地 1 

候補 
地 2 

配点 候補 
地 1 

候補 
地 2 

配点 候補 
地 1 

候補 
地 2 

配点 

現況の土地利用及び将来の開発計画                
 土地利用規制

及び都市計画 
国有林、保安林、地域森林計画対
象民有林の有無 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 

2 2 5 

8 7 10 15 14 20 

農業振興地域、農用地区域の有
無 △ △ △ 1 1 5 

 用途地域 （住居系、商業系用途地
域）の有無 △ △ △ 1 1 5 

 保全地区等 特別緑地保全地区の有無 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 

5 5 5 
近郊緑地保全区域の有無 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 
河川区域、河川保全区域の有無 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 
ふるさと緑の景観地の有無 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 

 さいたま緑のトラスト保全地の
有無 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 

 現況の土地利
用 

支障物の有無 ○ △ × 3 1 5 3 1 5 
 将来の開発計

画 
将来の開発計画の有無 ○ ○ ○ 3 3 5 3 3 5 

 廃棄物エネル
ギー利活用へ
の貢献 

エネルギー需要施設の有無及び
距離 ○ ○ ○ 3 3 5 3 3 5 

 土地利用の履
歴 

土壌汚染対策法に基づく指定区
域の有無 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 4 4 5 

 過去の土地利用 ○ ○ ◎ 3 3 5 
 小計    49 47 65 20 18 30 8 7 10 15 14 20 
自然環境・史跡・文化財                
 自然環境保全 特別に保護する地区の有無 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 5 5 5 

9 7 10 13 11 15 
 貴重な動植物 植生自然度の高い群落の有無 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 

4 4 5 巨樹・巨木林、保護樹木の有無 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 
希少生物の生息・生育地の有無 △ △ △ 1 1 5 

 史跡・文化財 史跡・名勝・天然記念物の有無 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 5 3 5  周知の埋蔵文化財包蔵地の有無 ◎ △ △ 5 1 5 
 小計    26 22 30 14 12 15 9 7 10 13 11 15 
防災                
 地質 基盤層の地質 ○ ◎ ○ 3 5 5 4 5 5 

8 9 10 20 22 25 
液状化想定 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 

 活断層，想定
震度 

活断層からの距離 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 3 3 5 想定震度 △ △ △ 1 1 5 
 浸水想定，浸

水被害記録 
洪水、内水浸水想定 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 5 5 5  浸水被害実績の有無 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 

 小計    24 26 30 12 13 15 8 9 10 20 22 25 
生活環境と周辺条件                
 保全対象施設

との距離 
保全対象施設（騒音規制法に規
定されている特に配慮が必要な
施設）との距離 

◎ ○ ○ 5 3 5 5 3 5 

4 5 10 4 5 10  民家や人口集
中地区との距
離 

直近民家、周辺集落との距離 △ △ △ 1 1 5 1 1 5 
人口集中地区（DID）との距離 △ △ ◎ 1 1 5 

 交通渋滞 車両走行経路の分散 △ ◎ △ 1 5 5 1 5 5 
 小計    8 10 20 7 9 15 4 5 10 4 5 10 
合意形成                
 用地取得に係

る阻害要因 
地権者数、共有名義の土地、相続
不明の土地等 ○ ◎ △ 3 5 5 3 5 5 

3 7 10 3 7 10 
 同意取得の確

実性 
地権者同意及び地元同意の見込
みの確実性 △ △ △ 1 1 5 1 1 5 

 必要移転数 必要移転数の多寡 △ ○ ○ 1 3 5 1 3 5 
 他市町村の距

離 
隣接する他市町村との距離 △ ◎ ◎ 1 5 5 1 5 5 

 小計    6 14 20 6 14 20 3 7 10 3 7 10 
経済性                
 施設整備費以

外の費用 
用地取得費及び造成費の多寡 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 5 5 5 

8 9 10 17 18 20 
 インフラの整

備費 
主要道路 （2 車線以上）との接道
の有無 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 

4 5 5 上水道からの距離 ◎ ◎ ◎ 5 5 5 
変電所、特別高圧線からの距離 ○ ◎ ◎ 3 5 5 

 収集運搬費 収集運搬距離（家庭ごみの発生
重心からの距離） ○ ○ ○ 3 3 5 3 3 5 

 小計    21 23 25 12 13 15 8 9 10 17 18 20 
 合計 採点 採点 失格 134 142 190 71 79 110 40 44 60 72 77 100 
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参考資料１

出典︓「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017改訂版」（平成29年，全国都市清掃会議）
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参考資料２

出典︓「熱回収施設等建設候補地選定⽀援業務 業務報告書」（平成28年3⽉，鴻巣⾏⽥北本環境資源組合・パシフィックコンサルタンツ株式会社）


